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５５５．．．基基基本本本方方方針針針、、、基基基本本本目目目標標標ののの設設設定定定

近年、水道事業を取り巻く環境は、人口の減少や節水意識、節水機器の普及によ

る一人一日当たりの使用水量の減少に伴う給水収益の減収、あるいは老朽化した施

設の更新費用や維持管理費の増大など大きく変化しています。

このような状況においても、「～市民から信頼されつづける水道～」を目指して、水

道事業を運営していくことが基本的な使命と考えます。この「～市民から信頼されつづ

ける水道～」を実現するために、厚生労働省の新水道ビジョンで掲げる“安全”、“強

靭”、“持続”の３つの観点から『安全供給できる水道』、『非常時にも強靭な水道』、『効

率的な事業運営と持続できる水道』を基本目標と位置付け、事業に取り組みます。

＜桶川北本水道企業団の基本方針＞

～市民から信頼されつづける水道～

１. 安全供給できる水道
常に
信頼を確保するため

2. 非常時にも強靭な水道
非常時にも
信頼を確保するため

3. 効率的な事業運営と持続できる水道
事業面・技術面で
信頼を維持するため

図 ５－１．水道事業ビジョンの基本方針、基本目標

【安全】 安全供給できる水道 

健全な水資源の確保や水質管理の徹底に取り組みます。 

【強靭】 非常時にも強靭な水道 

施設の更新・耐震化や予備水源（能力）を活用した冗長性のある水

道システムの構築に取り組みます。 

【持続】 効率的な事業運営と持続できる水道 

給水サービスの向上や効率的な事業運営を実施し、市民とともに持

続できる水道を目指します。 
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現行水道ビジョン 水道事業ビジョン（改訂）

1. 技術の保全と継承

浄水場の自動運転化の導入

維持管理マニュアルの充実

周辺市町村との交流

研修会の実施

2. 環境への配慮

効率的な漏水調査の実施

エネルギー使用の抑制

再生可能エネルギーの供給可能性の
検討

1. 予備水源の確保

災害時の水源の確保と非常用浄水施
設の検討

2. 施設の耐震化

施設の耐震診断と耐震化

管路の耐震化

中丸本庁舎の敷地内出入口の複数化

3. 応急給水の確保

指定給水所までの管路の耐震化の
促進

指定給水所の広報活動

3. 安定給水の堅持

石綿セメント管を始めとする老朽管
の更新

下越し管の更新

電気設備の更新

2. 水質管理の徹底

排水処理槽の改良

効果的な配水池及び配水管内洗浄の
実施

配水管網の整備等によるきめ細かな
水質管理

直結給水の拡大

貯水槽水道の管理指導の徹底

1. 健全な水資源の確保

深井戸の更新

深井戸の管理の徹底

1. 効率的な事業運営

2. 給水サービスの向上

支払い方法、受付方法等の多様化

親子水道教室・施設見学会の実施

インターネットによるサービスの
拡充

効率的な水運用の検討
（石戸浄水場の廃止等）

長期的な更新計画と財政収支見通し
による事業の推進

業務の合理化、委託化

広域化の推進

業務指標の公表と活用による事業の
効率化

1. 技術の保全と継承

維持管理マニュアルの充実

周辺市町村との交流

研修会の実施

3. 効率的な事業運営

効率的な水運用の実施
（石戸浄水場の廃止等）

2. 環境への配慮

効率的な漏水調査の実施

エネルギー使用の抑制

長期的な更新計画と財政収支見通し
による事業の推進

業務の合理化、委託化

広域化の推進

4. 給水サービスの向上

支払い方法、受付方法等の多様化

親子水道教室・施設見学会の実施

給水サービスの拡充

1. 安定給水の堅持

2. 予備水源の確保

石綿セメント管を始めとする老朽管
の更新

下越し管の更新

3. 施設の耐震化

施設の耐震診断と耐震化

管路の耐震化

指定給水所の広報活動

1. 健全な水資源の確保

深井戸の更新

深井戸の管理の徹底

2. 水質管理の徹底

効果的な配水池及び配水管内洗浄の
実施

配水管網の整備等によるきめ細かな
水質管理

直結給水の拡大

貯水槽水道の管理指導の徹底

電気設備等の更新

長期的な維持・保全ができる深井戸
の選定

中丸本庁舎の敷地内出入口の複数化

指定給水所までの管路の耐震化の
促進

4. 応急給水の確保

浄水場の自動運転化に向けた導入
検討

業務指標の公表と活用による事業の
効率化

再生可能エネルギーの供給可能性の
検討

将来起こりうるリスク対応の検討

図 ５－２．水道事業ビジョンの施策の体系


